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昭
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六
十
一
年
三
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日
提
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

海
外
経
済
協
力
基
金
に
対
す
る
国
政
調
査
権
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
六
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

衆 

議 

院 
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長 

坂 
田 

道 

太 

殿 

 

提 
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小 

川 

国 

彦 

 

一 

 



 

一 

海
外
経
済
協
力
基
金
は
国
の
出
資
に
基
づ
く
特
殊
法
人
で
あ
り
、
国
の
機
関
で
あ
る
。 

二 

昭
和
六
十
年
十
二
月
十
三
日
、
二
十
七
日
と
二
回
に
わ
た
り
政
府
に
対
し
、
我
が
国
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
行
つ 

 
 

た
経
済
協
力
実
績
（
有
償
資
金
協
力
、
無
償
資
金
協
力
）
の
実
施
企
業
の
一
覧
等
の
資
料
提
出
を
求
め
た
と
こ
ろ 

 

で
あ
る
が
、
今
日
に
至
る
も
資
料
を
提
出
さ
れ
な
い
こ
と
は
如
何
な
る
理
由
に
基
づ
く
も
の
か
。
そ
の
法
的
根 

 
 

 
も
し
及
ば
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
及
ば
な
い
理
由
に
つ
い
て
法
的
根
拠
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。
政
府
の
見
解 

 
 

を
伺
い
た
い
。 

海
外
経
済
協
力
基
金
に
関
す
る
国
政
調
査
権
の
問
題
は
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。 

従
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

特
殊
法
人
に
対
す
る
国
政
調
査
権
は
当
然
及
ぶ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
如
何
か
。 

海
外
経
済
協
力
基
金
に
対
す
る
国
政
調
査
権
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

 

四 

拠
並
び
に
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


